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【報告事項】
（３）新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療体制について



新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療体制確保に向けた対応①

⇒妊産婦病床「出産対応不可」においても、出産の可能性が⾼い⽅の受⼊及び出産対応

要請対象︓府内産科・産婦⼈科医療機関
■【令和３年９⽉８⽇付地保第２３２８号】 ⇒ 通知❶

⇒濃厚接触者となった妊婦については、原則、かかりつけ産科医療機関で妊婦健診等に対応
●依頼事項

要請対象︓新型コロナウイルス感染症患者等受⼊医療機関（妊産婦⽤病床確保医療機関）
■【令和４年１⽉24日付保企第２６４❷号】 ⇒ 通知❷

資料 4-1-1
第一回周産期部会資料4-1-1

⇒かかりつけ妊婦が陽性となった場合も、軽症であれば、原則、自院での出産対応継続

要請対象︓府内産科・産婦⼈科医療機関（病院に限る）（妊産婦コロナ受⼊医療機関除く）
■【令和４年１⽉24日付地保第３２６２号】 ⇒ 通知❸

●要請事項（特措法第24条第９項による要請）

●要請事項（特措法第24条第９項による要請）
⇒軽症中等症（妊産婦病床）フェーズ５への速やかな移⾏・円滑な受⼊

要請対象︓府内産科・産婦⼈科医療機関（妊産婦コロナ受⼊医療機関除く）
■【令和４年２⽉３日付地保第３３２７号】 ⇒ 通知❹

●依頼事項

通知対象︓府内産科・産婦⼈科医療機関
■【令和４年３⽉１日付地保第３４８３号】 ⇒ 通知❺

●通知事項

⇒ かかりつけ妊婦が新型コロナ感染等により自院での出産対応の継続が困難と⾒込む、“３６週以上もしくは産科的異常
を有する”妊婦の情報につき「妊婦情報連絡票」にてFAX

⇒かかりつけ妊婦の緊急搬送に関する「令和4年２⽉28日付消保第2209号」（通知❺別添）につき情報提供
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新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療体制確保に向けた対応②
＜第７波に向けた対応＞

⇒かかりつけ妊婦が陽性となった場合も、無症状・軽症であれば、原則、自院でコロナ初期治療※と併せ
産科的対応（妊婦健診・分娩）を継続 ※必要に応じ解熱薬等の対症療法を実施

要請対象︓府内産科・産婦⼈科医療機関（診療所含む全分娩取扱医療機関）
■【令和４年３⽉18日付地保第３６３８号】 ⇒ 通知❼

●要請事項（特措法第24条第９項による要請）

要請対象︓新型コロナウイルス感染症患者等受⼊医療機関（⼀部の周産期⺟⼦医療センター）
■【令和４年３⽉18日付保企第２９９２号】 ⇒ 通知❻

●要請事項（特措法第24条第９項による要請）
⇒分娩対応可能な妊産婦用病床を２床以上確保

第七波に向けた保健所業務の重点化、医療・療養体制の強化について【第73回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料3-1】

資料 4-1-2
第一回周産期部会資料4-1-2
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【新】 【旧】

対象
分娩を取り扱う、府内産科・産婦人科施設
（診療所含む）
※コロナ妊産婦受⼊医療機関を除く

分娩を取り扱う、府内産科・産婦人科施設
（病院に限る）
※コロナ妊産婦受⼊医療機関を除く

要請内容

コロナ陽性となったかかりつけ患者も、無症状・軽症の
場合は、原則として自院でコロナ初期治療※と併せ産科
的対応（妊婦健診・分娩）を継続
※必要に応じ解熱薬等の対症療法を実施

※自院のかかりつけ患者に限る
※産科的異常有（緊急性⾼）の場合を除く

コロナ陽性となったかかりつけ患者も、無症状・軽症の
場合は、原則として自院で産科的対応（妊婦健診・分
娩）を継続

※自院のかかりつけ患者に限る
※産科的異常有（緊急性⾼）の場合を除く

要請期間 平 時 緊急時（オミクロン株感染拡⼤期︓第６波）

備考
※コロナ中等症以上の場合は管轄保健所へ連絡
※産科的異常があり⾃施設で対応不可の場合はOGCSへ連絡（病病・病診連携）
※上記に関わらず、⾃施設での産科的対応が困難と⾒込む「36週以上の妊婦」に係る情報について、
「妊婦情報連絡票」により、大阪府入院フォローアップセンター宛てFAX送信

▶「新柄コロナウイルス感染妊産婦への対応の再確認について」
（R4.2.14日付 日本産婦人科学会・医会通知）

（依頼事項）※かかりつけ産科医で対応
・妊産婦に対するファーストタッチとしての電話対応
・可能ならば、自施設での産科的対応
・新型コロナウイルス感染対応可能な⾼次医療機関への紹介
・産科的適応（分娩含む）のある妊産婦の⾼次医療機関への紹介

▶「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保について」
（R4.2.14日付 厚⽣労働省通知）

（依頼事項） ※かかりつけ産科医で対応
・診療所を含む産科かかりつけ医が、対面に限らず、オンライン・電話による
診療での対応も含め、産科的な対応が必要かどうかについて積極的に把握し、
必要がある場合には基本的には自施設で対応
・合併症の存在や感染症による全身状態の悪化などで対応ができない場合には、
対応が可能な医療機関に紹介

別添２（参考）妊産婦対応に係る大阪府新型コロナウイルス対策本部⻑（知事）要請 新旧対照表

【参考︓関係通知】



新型コロナウイルスに感染した妊産婦に係る救急搬送体制

新型コロナ感染妊産婦（⾃宅・ホテル療養）

ＯＧＣＳ

119番通報

出勤命令

電話
相談

移送への要請

状況伝達

受⼊医療機関伝達
救 急 隊

119番通報

電話
相談

新型コロナ受⼊医療機関（妊産婦対応）
搬送・受入
要請

応需

妊産婦受入機関（25）
確保病床101床

うち出産対応可37床

搬送・受入
要請

応需

受⼊医療機関
伝達

健康
観察

①宿泊・⾃宅療養中のコロナ陽性妊婦の産科的救急対応に
ついては、極⼒、救急隊ではなく、【府保健所⇒FC】
又は【かかりつけ医⇒OGCS】ルートで対応。

＜大阪の搬送ルールについて＞

②受⼊医療機関の選定は、従前どおり消防機関ではなく、
【保健所・FC】又は【OGCS】が⾏う。

※2022.3.14時点

新型コロナ濃厚接触妊産婦

隔離中の電話相談・健康観察・診療等

※通常診療（産科的対応）
＜妊婦健診・分娩＞

保 健 所

搬送・受入
調整要請

受⼊医療機関
伝達

府フォローアップセンター

資料４－２
第⼀回周産期医療部会資料4-2

第⼀回周産期・⼩児医療協議会資料2-2-3【改】＜新ルール＞

【R3.8.25】大阪府（ＨＣ・消防保安課・地保課）、大阪産婦人科医会、ＯＧＣＳ間で確認

変 更

応需

受入要請

②緊急措置が必要な場合、消防機関は、保健所への連絡
と併⾏して、かかりつけ医に受入れ依頼を⾏う。

診療

※コロナ軽症・無症状のかかりつけ患者

※コロナ重症化
（中等症以上）

※産科的異常
緊急性有

消防指令センター

協⼒

連絡 調整

かかりつけ産科医療機関

※ファースト
タッチ

連絡 調整



新型コロナウイルスに感染した妊産婦に係る救急搬送体制

新型コロナ感染妊産婦

かかりつけ産科医療機関

保 健 所

ＯＧＣＳ

消防指令センター

コロナ重症化・産科的緊急性あり 119番通報

出勤命令

電話
相談

移送への要請

搬送・受入
調整要請 搬送・受入

要請

妊産婦の状況伝達受⼊医療機関
伝達

受⼊医療機関
伝達

電話
相談

府フォローアップセンター

救 急 隊

コロナ重症化・産科的緊急性あり 119番通報

電話
相談

新型コロナ受⼊医療機関（妊産婦対応）

搬送・受入
要請

応需

妊産婦受入機関（24）
運用病床95床

うち出産対応可35床

搬送・受入
要請

応需

受⼊医療機関
伝達

往診等
健康
観察

①宿泊・⾃宅療養中のコロナ陽性妊婦の産科的救急対応に
ついては、極⼒、救急隊ではなく、【府保健所⇒FC】
又は【かかりつけ医⇒OGCS】ルートで対応。

＜大阪の搬送ルールについて＞

②受⼊医療機関の選定は、従前どおり消防機関ではなく、
【保健所・FC】又は【OGCS】が⾏う。※９/15現在

大阪府（ＨＣ・消防保安課・地保課）、大阪産婦人科医会、ＯＧＣＳ間で確認

【参考】第⼀回周産期・⼩児医療協議会
資料2-2-3

＜旧ルール＞
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第七波に向けた保健所業務の重点化、医療・療養体制の強化について
【第19回大阪府新型コロナウイルス感染症対策協議会(R4.3.22開催） 資料1】

参考資料


